
日 薬 業 発 第 4 0 7号 

令 和 ８ 年 １ 月 2 9日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

    副会長  渡邊  大記 

 

医薬品販売制度に関する自己点検結果について 

 

平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和７年９月12日付け日薬業発第222号にてご依頼の標記点検の実施につきま

しては、会務ご多忙の折ご対応いただき、誠にありがとうございました。 

今般、その結果を取りまとめましたのでお知らせいたします（別添）。 

本点検は、会員の従事する薬局等において、医薬品販売に関する法令上のルールを自

ら点検し、その遵守状況を確認することを目的として取り組んでいただいております。 

本年度の結果では、自己点検表を配付した薬局・店舗数が48,964軒、うち回答のあっ

た薬局・店舗数が45,247軒（92.4％）であり、回答のあったうち「該当する全項目につ

いて適切に実施していることを確認できた」薬局・店舗数は45,185軒（99.9％）と、多

くの薬局等において点検の実施ができ、該当する全項目について適切に実施できる状態

となっていることが確認できました。 

しかしその一方で、点検を実施できていない薬局等や不十分な項目について改善がで

きていない薬局等も一部見受けられる状況です。 

国民の安全・安心な医薬品の使用のためには、医薬品販売制度に則った対応を形骸化

させることなく、専門家としての薬剤師の適切な関与と適切な医薬品提供体制が不可欠

です。 

貴会におかれましては、本点検の趣旨をご賢察いただき、本期間に点検を実施できな

かった薬局等を含め、期間に限らず点検を実施いただき、全ての薬局等において法令遵

守の徹底に向けて対応していただきたく存じます。併せて、法令を遵守した適切な医薬

品の提供並びに地域住民に対して医薬品の適正使用を啓発いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

  

（別添）医薬品販売制度対応に関する自己点検の実施結果について 

（参考）令和７年度 医薬品販売制度に関する自己点検 
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